
香芝市告示第８５号 

 香芝市建設工事等に係る競争入札の入札参加資格等に関する要綱を次のよう

に定める。 

  令和８年４月１日 

                   香芝市長 三 橋 和 史      

 

   香芝市建設工事等に係る競争入札の入札参加資格等に関する要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７

条の５第１項及び第１６７条の１１第２項の規定に基づき、香芝市（以下「

市」という。）が発注する次に掲げる工事の請負又は業務の委託の契約に係

る競争入札（以下「入札」という。）に参加する者に必要な資格等に関し必

要な事項を定めるものとする。 

 (1) 建設工事 

 (2) 測量業務 

 (3) 建設コンサルタント業務 

 (4) 建築設計業務 

 (5) 地質調査業務 

 (6) 補償コンサルタント業務 

 (7) その他建設工事に関連する調査業務 

 （入札参加資格等） 

第２条 入札に参加を希望する者は、市長の入札参加資格審査（以下「資格審

査」という。）を受け、入札参加資格を得なければならない。ただし、次の

各号のいずれかに該当する者は、入札参加資格を得ることができない。 

 (1) 地方自治法施行令第１６７条の４第１項（同令第１６７条の１１第１項

において準用する場合を含む。）に規定する者 

 (2) 第９条第１項の規定により入札参加資格を取り消され、その処分の日か

ら２年を経過していない者 

 (3) 営業に関し許可、認可等を必要とする場合において、これらを受けてい

ない者 

 (4) 所得税又は法人税並びに消費税及び地方消費税を完納していない者 

 (5) 申請書（入札参加資格の申請手続における申請書をいう。以下同じ。）

又はその添付書類中の重要な事項について、故意に虚偽の事実を記載した

者 

２ 前条第１号から第６号までの業に係る前項第３号に規定する許可、認可等



については、前条第１号にあっては建設業法（昭和２４年法律第１００号）

の規定による建設業の許可、同条第２号にあっては測量法（昭和２４年法律

第１８８号）の規定による登録、同条第３号にあっては建設コンサルタント

登録規程（昭和５２年建設省告示第７１７号）の規定による登録、同条第４

号にあっては建築士法（昭和２５年法律第２０２号）の規定による登録、同

条第５号にあっては地質調査業者登録規程（昭和５２年建設省告示第７１８

号）の規定による登録、同条第６号にあっては補償コンサルタント登録規程

（昭和５９年建設省告示第１３４１号）の規定による登録とする。 

３ 第１項の資格審査は、市内及び市内以外の２区分により行うものとする。 

４ 前項に規定する市内の区分における競争入札の入札参加資格は、主たる営

業所の所在地が香芝市内にある者であり、かつ、次の各号のいずれかに該当

するものとする。 

 (1) 個人で業を営む者にあっては、市に納税義務の生じた市税及び納付義務

の生じた国民健康保険料を完納し、並びに別に定める競争入札参加資格審

査申請要領（以下「申請要領」という。）により入札参加資格の申請を行

う年の前年の１月１日以降から引き続き市の住民基本台帳に記録されてい

るもの 

 (2) 法人にあっては、市に納税義務の生じた市税及び当該法人の代表者個人

が市又は市以外に納税義務の生じた市区町村税を完納し、並びに申請要領

により入札参加資格の申請を行う年の前年の１月１日以降から引き続き香

芝市内に登記上の本店を有しているもの 

５ 第３項に規定する市内の区分における前条第７号に規定する業務に係る競

争入札の入札参加資格は、市長が別に定める。 

 （一般競争入札に係る入札参加資格の特則） 

第３条 一般競争入札に係る入札参加資格として、当該入札公告等をする都度、

前条に規定する事項以外に資格を定めることができるものとする。 

 （競争入札に係る入札参加資格の特則） 

第４条 第１条第１号に規定する建設工事のうち、土木一式工事、建築一式工

事及び舗装工事の種類に係る競争入札の入札参加資格（市内の区分に係るも

のに限る。）については、第２条に規定する要件を満たす者に対して、次の

表により格付けを行うものとする。この場合において、要件を満たしている

最も上位の格付区分において格付けを行うものとする。 

 格付区分 要件 

土 Ａ (1) 建設業法第２７条の２３第１項に規定する経営事 



木

一

式 

 項審査の結果通知書（以下「経営審査結果通知書」

という。）に記載された土木の業種に係る総合評点

が８００点以上であること。 

工

事 

 (2) 継続的な雇用を確認できる技術職員数が７名以上

であり、かつ、そのうち１級の施工管理技士の者（

１級の施工管理技士と同等であると国土交通大臣が

認める者を含む。）が３名以上いること。 

(3) 資本金の額が４，０００万円以上であり、かつ、

建設業法に規定する特定建設業の許可を受けている

こと。 

 Ｂ (1) 経営審査結果通知書に記載された土木の業種に係

る総合評点が７５０点以上であること。 

(2) 継続的な雇用を確認できる技術職員数が３名以上

であり、かつ、そのうち１級の施工管理技士の者（

１級の施工管理技士と同等であると国土交通大臣が

認める者を含む。）が１名以上いること。 

(3) 資本金の額が２，０００万円以上であり、かつ、

建設業法に規定する特定建設業の許可を受けている

こと。 

 Ｃ (1) 経営審査結果通知書に記載された土木の業種に係

る総合評点が６５０点以上であること。 

(2) 継続的な雇用を確認できる技術職員数が２名以上

であり、かつ、１級又は２級の施工管理技士の者（

１級又は２級の施工管理技士と同等であると国土交

通大臣が認める者を含む。）が１名以上いること。 

 Ｄ (1) 経営審査結果通知書に記載された土木の業種に係

る総合評点が５５０点以上であること。 

(2) 継続的な雇用を確認できる技術職員数が２名以上

であること。 

 Ｅ Ａ、Ｂ、Ｃ又はＤのいずれの格付区分の要件も満たさ

ないもの 

建

築

一 

Ａ (1) 経営審査結果通知書に記載された建築の業種に係

る総合評点が８００点以上であること。 

(2) 継続的な雇用を確認できる技術職員数が７名以上 



式

工

事 

 であり、かつ、１級の施工管理技士の者（１級の施

工管理技士と同等であると国土交通大臣が認める者

を含む。）が３名以上いること。 

(3) 資本金の額が４，０００万円以上であり、かつ、

建設業法に規定する特定建設業の許可を受けている

こと。 

 Ｂ (1) 経営審査結果通知書に記載された建築の業種に係

る総合評点が７５０点以上であること。 

(2) 継続的な雇用を確認できる技術職員数が３名以

上であり、かつ、１級の施工管理技士の者（１級の

施工管理技士と同等であると国土交通大臣が認める

者を含む。）が１名以上いること。 

(3) 資本金の額が２，０００万円以上であり、かつ、

建設業法に規定する特定建設業の許可を受けている

こと。 

 Ｃ (1) 経営審査結果通知書に記載された建築の業種に係

る総合評点が６５０点以上であること。 

(2) 継続的な雇用を確認できる技術職員数が２名以上

であり、かつ、１級又は２級の施工管理技士の者（

１級又は２級の施工管理技士と同等であると国土交

通大臣が認める者を含む。）が１名以上いること。 

 Ｄ (1) 経営審査結果通知書に記載された建築の業種に係

る総合評点が５５０点以上であること。 

(2) 継続的な雇用を確認できる技術職員数が２名以上

であること。 

 Ｅ Ａ、Ｂ、Ｃ又はＤのいずれの格付区分の要件も満たさ

ないもの 

舗

装

工

事 

Ａ (1) 経営審査結果通知書に記載された舗装の業種に係

る総合評点が８００点以上であること。 

(2) 継続的な雇用を確認できる技術職員数が３名以上

であり、かつ、そのうち１級の施工管理技士の者（

１級の施工管理技士と同等であると国土交通大臣が

認める者を含む。）が１名以上いること。 

  (3) 資本金の額が２，０００万円以上であり、かつ、 



  建設業法に規定する特定建設業の許可を受けている

こと。 

 Ｂ (1) 経営審査結果通知書に記載された舗装の業種に係

る総合評点が７００点以上であること。 

(2) 継続的な雇用を確認できる技術職員数が２名以上

であること。 

 Ｃ Ａ又はＢのいずれの格付区分の要件も満たさないもの 

２ 前項の規定にかかわらず、新規に入札参加資格（業種別の追加業種を含む。

）を得た者は、最下位の格付区分に格付ける。 

３ 第１項の規定にかかわらず、資格審査の結果、直前の格付けより２区分以

上、上位の格付区分に該当する者に対しては、当該結果を調整し、直前の格

付けより１区分上位の格付区分に格付ける。 

４ 入札参加資格の有効期間の中途において現在の格付区分の要件を満たさな

くなり、当該格付区分より下位の格付区分の要件に該当することとなった者

については、市長は、当該者の意向、状況等を総合的に勘案した上で、現在

の格付区分の要件を早期に再度充足し、かつ、維持できる見込み（以下この

項において「回復可能性」という。）があると判断した場合にあっては現在

の格付けを維持することができるものとし、回復可能性がないと判断した場

合にあっては現在の格付けより下位の格付区分（当該者が要件を満たしてい

る最も上位の格付区分とする。）に格付けることができるものとする。 

５ 第１項に規定するそれぞれの格付区分に対する設計金額（消費税及び地方

消費税を含む。）の基準は、市長が別に定める。 

 （申請手続等） 

第５条 第２条の資格審査を受けようとする者は、第１条各号に掲げる業種区

分ごとに、申請要領により、申請書を市長に提出しなければならない。 

２ 申請書は、申請要領に定める期間内に提出しなければならない。ただし、

市長は必要があると認める場合は、当該期間を経過した後においても、申請

書を受理することができるものとする。 

 （資格者名簿） 

第６条 市長は、入札参加資格を有する者（以下「入札参加資格者」という。

）を決定したときは、第４条第１項の規定により格付けを行い、競争入札参

加資格者名簿に登録するものとする。 

 （入札参加資格の有効期間） 

第７条 入札参加資格の有効期間は、申請要領において定める期間とする。 

 （変更届） 



第８条 入札参加資格者は、次に掲げる事項に変更があったとき、又は長期に

わたり休業することとなったとき、若しくは廃業することとなったときは、

速やかに市長に届け出なければならない。 

 (1) 商号又は名称及び所在地 

 (2) 代表者氏名 

 (3) 受任者氏名 

 (4) その他事業に関する重要な事項 

 （入札参加資格の取消し等） 

第９条 市長は、入札参加資格者が地方自治法施行令第１６７条の４第２項各

号のいずれかに該当すると認められる場合は、入札参加資格を取り消すこと

ができるものとする。 

２ 市長は、入札参加資格者が第２条から第４条までに規定する資格を備えて

いないと認める場合は、入札参加資格を取り消すことができるものとする。 

３ 市長は、前２項の規定により入札参加資格者の入札参加資格を取り消した

ときは、直ちに当該入札参加資格者に通知するものとする。 

４ 市長は、入札参加資格者が第２条第４項に規定する資格を備えていないと

認める場合にあって、かつ、当該入札参加資格者が市内以外の区分の資格を

なお備えていると認めるときは、その範囲内において入札参加資格を認める

ことができるものとする。 

   附 則 

 この要綱は、公布の日から施行する。 


